
 

様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

 

平成２３年 ６月 １日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

研究成果の概要（和文）：法律学試験の択一式試験において、これまでテスト理論の観点からの

テストの質の検討は行われていない。古典的テスト理論における識別力や信頼性といった観点

で問題項目を検討するだけでもより質の高い、すなわち能力を正確にかつ適切に測定するテス

トを実現できることが明らかとなった。さらに、項目反応理論を応用することで、より公平な

法律学資格の試験設計が可能となることが示唆される。 

 
研究成果の概要（英文）：Legal examinations in the form of multiple choice tests have not 
been reviewed with the test theory. This study shows that even within the classical test 
theory framework, checking the test with the discriminating power of each item and some 
measures of reliability will enable to administer more accurate and appropriate test.  
Furthermore, our experimental survey data indicates that the modern test theory based 
on the Item Response Theory allow us to design fairer legal examination. 
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１．研究開始当初の背景 

(1)本研究の方法論である項目反応理論は、
合衆国の LSAT、法科大学院入学試験判定材
料としても用いられている TOEFL や
TOEIC のみならず、日本の医学教育モデ
ル・コア・カリキュラムにもとづいて臨床実
習開始前に全ての医学部で実施されている
共用試験（歯学、看護学等でも導入中）でも
利用されている。 

 

(2)法学分野の資格試験では、テスト理論に

もとづく試験の質の管理がなされていない。
各種の法律関係の資格試験は数多く毎年実
施されているが、そこでは得点による能力値
の表示ではなく、単に合否判定がなされてい
る。これ自体が不合理なわけではない。「等
化」がなされていないため同一年度の受験者
間の能力は合否判定できても、その判定され
た能力が異なる年度間で同一である保障は
ない。つまり、試験の公平性という点で実は
重大な欠陥が存在するのである。 
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(3)テスト理論に基づき心理測定や教育学分
野で当然のごとく用いられている Item 

Response Theory（IRT＝項目反応理論）を
本格的に法学分野に応用し、法学試験や法知
識の測定の精度を高める可能性を探ること
にある。これにより異なる測定機会（法学試
験の異なる実施回相互や複数の法知識調査）
の間の比較が可能となる。 

 

２．研究の目的 

テスト理論に基づいてテスト間の「等化」
がされると、受験したのがいつ実施された試
験であっても（＝複数のテスト・フォーム間）
同じ得点であればそれは同じ能力を示すも
のとして扱われるようになっている。したが
って、一種の資格試験（いつ受けても同一の
能力とみなされる）として扱うことができる。
その可能性を法律テストの実データと、それ
に基づく実験データによって示すことが研
究の目的である。 

 

３．研究の方法 

 
(1)古典的テスト理論と項目反応理論を応用
し、多肢選択式法学試験の質について検証す
る。古典的テスト理論の観点からは、困難度
（正解率）、識別力、信頼性などの指標を用
いて分析する。ＩＲＴの特性は下記のように
まとめられる。 
①各項目の特性（困難度や識別力）を表すパ
ラメタが、特定の受験者群とは独立に定義さ
れる。 
②各受験者の能力尺度値が当該受験者の回
答した項目群とは独立に定義される。 
③測定精度を受験者ごとに表現できる。 
④複数のテスト・フォーム間の結果について
も相互比較可能な共通尺度上に表すこと（得
点の等化）ができる。 
 
(2)法学検定委員会の協力により、匿名化さ
れた 2006-08年度の「法科大学院既修者試験
（既修者試験）」と「法学検定試験 2～4級の
実試験データの提供を受け、古典的テスト理
論の枞内で試験問題（項目）を検討した。通
過率（正解率）のみならず識別力や信頼性の
点からも検討をした。 
 
(3)さらに、それらの項目特性値をベースと
して、憲法・民法・刑法の３科目につき問題
分野のばらつきを確保しながら、識別力の一
定程度高い問題を中心に問題セット構成し
た。また、オリジナル出題年ごとに通過率
が低くなっていくように５問ずつ問題を選
定した。この問題セットを用いて、ウェブ調
査により、古典的テスト理論の枞内での問題

改善の可能性を検証した。調査対象者は、Ｗ
ＥＢ調査サイトへの事前登録者のうちから、
一定の法律試験に合格しているあるいはそ
のための受験勉強を一定期間行っていると
いう者をスクリーニング質問群によって選
別することとした。調査実施は中央調査社に
依頼し、250 ケースのサンプルを得た（調査
協力者に対して後日解答と解説、正答数得点
をウェブ上で公開した）。 
 
(4)ウェブ調査データを用い、IRTによる等化
が可能であることを検証した。ウェブ調査は 
 
４．研究成果 
 
(1)「法科大学院既修者試験（既修者試験）」
の試験データ提供を受け、2006-08 年度分の
困難度（正解率）と識別力の算出をした。そ
の結果から、極端に識別力が低い問題項目を
中心に、内容的妥当性を検討した。識別力が
低い問題は、法律学の分野を問わず、法的知
識の枝葉末節にこだわりすぎていたり、問題
文の文意が注意深く読まないと一義的に定
まらなかったりといった傾向にあることが
明らかとなった。さらに、正誤問題と多肢選
択式では、後者の識別力が高い傾向にあるこ
とも確認できた。【図 1】 
 

 
(2)信頼性についてはクロンバックのαを信
頼性係数ρの推定値として用いて検討した。
その結果、主要 7科目（憲法・民法・刑法・
民訴法・刑訴法・商法・行政法）のうちαが
0.6 を越えるのは憲法と民法だけであること
がわかった【表１】。全般に各科目の問題セ
ットの一貫性という点では信頼性が低いと
いうことである。他方で、科目内の知識構造
が多元的になっているともいえ、法知識の構
造を、その法体系との関連で検討するという
新しい課題が明らかとなった。 

図 1 2006 年刑法問題項目の困難度と識別力 



 

 

 
 
 
(2)法学検定試験委員会事務局より提供を受
けた法学検定試験２級、３級、４級の実試験
データを用い、古典的テスト理論にもとづき、
信頼性と妥当性を検討した。その結果、問題
セット全体としての信頼性は一定程度の高
さにあった【表２】。4級から 2級へと難度を
あげるにつれ、信頼性係数はやや低下する傾
向にある。項目別にみると、識別力が 0.20
未満と低い項目が科目ごとに尐数ながら含
まれていた【図２】。これらの項目について、
そこで問われている法体系上の分野や判例
知識の有無について整理を行った。識別力が
低い問題には、肢別に異なる判例知識を問う
問題であったり、学説の微細な違いを問うた
りするような問題が目立っている。 

 
 
(3)ウェブ調査では、実試験とＷＥＢ調査の
受験者集団の能力の違い、解答姿勢の違い等
により、民法・刑法についてはＷＥＢ調査に
おいて能力の識別がほとんどできていなか
った。すなわち、民法・刑法分野では、調査
対象者の法律学学習程度に比して難しい問
題であったためか、通過率平均が期待値程度
にとどまり、十分な分散を得ることができな

かったため、以後の分析は行えなかった。通
過率について検討した結果では、憲法ではオ
リジナル出題の結果と強く相関する分布と
なっている。憲法については項目群（ここで
はオリジナル出題年ごと）の通過率の違いが
あっても、能力（ここでは全項目による正答
数得点ベース）が一定程度識別された【表３】。
これは実試験項目から識別力の高い項目を
選ぶことで（古典的テスト理論の範囲内で
も）より質の高い試験を作成することができ
る可能性を示している。 
 

 
(4)さらに、問題項目セットを模擬的に複数
作ることで、IRT による等化を行い、能力値
の検討を行った。その結果、法律試験のよう
な複雑な知識の測定においても、等化による
テストの質の向上が可能であることが示唆
された。具体的には、ウェブ調査参加者を共
通受験者として、その受験者能力尺度値を素
得点により推定し、年度間等化を行い、非実
験項目（実試験では用いられたが、ウェブ調
査には含まれていない項目）の項目特性値を
共通尺度化した。この結果、実試験結果の年
度間比較が可能となり、また受験者集団の能
力分布の違いも観察することができた。 
したがって、十分な項目プールが存在すれ

ばではあるが、法律学テストにおいても、現
代的テスト理論（項目反応理論）を応用した
運用ができ、「競争・選抜」型の一回限りの
テストから、「資格・能力測定」型の比較可
能なテストとして実施することができるこ
とがあきらかとなった。これは、法学検定試
験の結果を「○級合格／不合格」の二値では
なくて、たとえば「法学能力値＝○○○点」
という形で示すことができることを意味す
る。 

しかし、このような項目プールを前提とし
た資格試験の運用には、一回限りで問題を完
全公開する競争試験を重用する「日本のテス
ト文化」が障害となっていることも明らかと
なった。それでもなお運用方法に工夫を凝ら
し法学検定試験を能力値を示すことができ
るテストとして実施していく意義は大きい。 
 
(4)またウェブ調査の分析において、解答時
間を測定した結果を分析したところ、不誠実
な回答を析出することができた。全データ



 

 

（250ケース）、解答に要した総時間が短いケ
ースを除いたサンプル（183ケース）、ウェブ
画面が切り替えとなる 5問単位で回答時間が
短いケースを除いたサンプル（159 ケース）
を比較した。画面単位の回答時間で不誠実回
答を析出した場合に、平均正答率、識別力と
もにやや上昇することが観察された。回答時
間測定は煩雑に思えるが、ウェブ調査であれ
ば項目枚であっても容易に可能である。今後
社会調査やマーケティングで多用されてい
くと思われるウェブ調査の精度を上げるた
めのみならず、項目の質を厳密に測定するた
めにも解答（回答）時間を個別項目ごとに調
査することの意義が明確となった。 
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